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【投資者に対する注意事項】

1.

2.

TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含ん
でいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時
開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、
投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、
「第一部 第３【事業の状況】 ４【事業等のリスク】」において公表された情報を慎重に検討する必要がありま
す。

発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第
１項第１号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発
行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
させないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第
22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じ
た損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報
が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が
虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったこ
とを証明したときは、上記賠償責任を負いません。

令和2年9月29日

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの財務状況が
公表されるウェブサイトのアドレス】
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3.

4.

TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金
融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいて
は、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する
有価証券上場規程の特例(以下「特例」という。)に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任す
る必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続の
マネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲載され
るTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。

東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若
しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みます
が、これらに限られません。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の
責任を負いません。
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第一部 【企業情報】

第１ 【本国における法制等の概要】

該当事項はありません。

第２ 【企業の概要】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

65.1

―

32,597

10,039

△ 24,778

207,991

73,849

―

16.37

―

34,503

23.8

― ―

687,101

24,373

62,502

24.8

6.0

1,902,884

51,703

―

―

21,408

335,430

36,081

配当性向

(円)

680,400

9,964

10.3

22.6

―

3,337,960

自己資本利益率

50,139

28.1

(千円)

(千円)

(千円)

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

第27期中 第28期中 第27期 第28期回次

会計期間

(千円)

(千円)

(株)

(千円)純資産額

自 平成30年 1月 1日 自 平成31年 1月 1日

至 平成30年 6月30日 至 令和元年 6月30日 至 平成30年12月31日 至 令和元年12月31日

売上高

経常利益

親会社株主に帰属
する中間(当期)純利益

中間包括利益又は
包括利益

資本金

発行済株式総数

342,679

11,073

24,463

17,897

62,502

3,337,960

自己資本比率

499,105

4.7

151.71

7.83

1,887,179

161.37

62,502

3,337,960

516,369

1,869,184

162.56

―
１株当たり配当額（うち１
株当たり中間配当額)

１株当たり中間
(当期)純利益金額

―

―

7.30

―

24.9

(％)

(％)

542,703 517,523

23.3

25,291

2,005,914

162.08

株価収益率

(千円)

4.8

△ 72,864

3,337,960

35,980

62,502

１株当たり純資産額

25.0

自 平成30年 1月 1日 自 平成31年 1月 1日

27,658

43,110

9.31

第29期中

自 令和 2年  1月 1日

至 令和 2年 6月30日

―

24,970

従業員数

346,657

28,382

15,067

△ 3,457

62,502

3,337,960

512,911

1,839,539

159.84

―

5.27

―

24.9

3.3

34.2

(円)

(円)

(円)

(％)

(倍)

総資産額

35,004

(名)

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

△ 26,861

△ 119,725

54,667

94,856

11,375

7277

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

△ 13,532

105,110

76

△ 105,581

78,048

72

82,297

74
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2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.

4.

5.

6.

(注)1. 第27期及び第28期の連結財務諸表、第27期中、第28期中及び第29期中の中間連結財務諸表につきまして
は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128 条第3項の
規定に基づき、それぞれ有限責任監査法人トーマツの監査及び中間監査を受けております。

保険外交員(保険募集人)数は、第27期中64人、第28期中69人、第29期中72人であります。

第27期及び第28期、第27期中、第28期中及び第29期中の1株当たり配当額（うち１株当たり中間配当額）及
び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

従業員数（名）については、正社員のほか、保険外交員、出向社員及び契約社員についても、実質的に常
時雇用しておりますので、従業員数（平均人員）に含めております。尚、平均臨時雇用人員数は従業員数の
100分の10未満であるため記載を省略しています。
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２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４ 【従業員の状況】

(1)連結会社の状況
令和2年6月30日現在

2.

3.

(2)発行者の状況
令和2年6月30日現在

従業員数は就業人員及び嘱託社員であります。

2. 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員でありパートタイマーです。

3.

(3)労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

当社グループにおいては、保険サービス事業及び不動産賃貸事業を行っておりますが、従業員数の全
ては保険サービス事業に携っており、不動産賃貸事業に携わる従業員は専従者がいないため0人で
す。

76

(注) 1.

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な
変更はありません。

従業員数(名)

従業員数（名）については正社員のほか、保険外交員、出向社員及び契約社員についても実質的に常
時雇用しておりますので、従業員数（平均人員）に含めております。尚、平均雇用人員数は従業員数の
100分の10未満であるため記載を省略しています。

従業員数は、当中間連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であります。

従業員数は及び〔外書〕の臨時従業員は、当中間連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であ
ります。

従業員数(名)
4

〔1〕

(注) 1.
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1)業績

(2) キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（不動産賃貸事業）
  不動産賃貸事業につきましては、安定した収益を確保するため、貸店舗、貸マンション等の収益物件を保有し
ております。当中間連結会計期間の売上高は入居率の上昇等から前年同期比1,503千円増収（+3.5％）の
44,337千円となりました。営業利益は修繕費等の経費が増加し770千円減益（△8.2％）の8,572千円となりまし
た。

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、105,110千円となりました。当
中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動の結果獲得した資金は24,970千円となりました。主な収入項目は、税金等調整前中間純利益28,382
千円、減価償却費の計上額18,062千円、主な支出項目は、未払金の減少額18,396千円であります。

投資活動の結果獲得した資金は11,375千円となりました。主な収入項目は、保険積立金の払戻による収入
10,367千円、貸付金回収による収入5,432千円、主な支出項目は、投資有価証券の取得による支出7,001千円で
あります。

財務活動の結果使用した資金は13,532千円となりました。主な収入項目は、長期借入れによる収入54,400千
円、主な支出項目は、長期借入金の返済による支出67,098千円であります。

（保険サービス事業）
  保険サービス事業につきましては、コロナ禍での予防対策から外出を控えたため対面販売において十分な
サービスだったとは言えませんが、お客様のニーズに応じた保険設計や事故時における迅速な対応等を通じ
て、きめ細やかなお客様サービスの浸透や既存営業拠点全13箇所において当社のスケールメリットを生かし、営
業基盤の維持に注力してまいりました。その結果、業績は底堅くに推移し、当中間連結会計期間の売上高は対
前年同期比9,237千円増収（+3.2％）の299,811千円となりました。営業利益は908千円増益（+3.5％）の26,854千
円となりました。

このようなコロナ禍の環境の下では、予防対策で外出を自粛したため当社グループの最大の強みである「face
to face」の特色をお客様に対し十分発揮したとは言い難いものがありますが、出来得る限り、お客様の様々な
ニーズに合わせた保険設計や事故時における迅速な対応などを通じて、きめ細かなお客様のサービスの浸透に
努めました。また、当社のスケールメリットを生かし、既存営業拠点全13箇所において営業基盤の拡大に引続き
注力してまいりました。

また、当社グループの主な業務であります保険代理店業の業界におきましては、保険募集の再委託について
の厳格な運用による保険外交員の直接雇用への転換に加えて、平成28年5月の改正保険業法施行に伴い、保
険募集にあたっての基本的なルールや規制が徹底・強化される等、保険募集管理体制の一層の強化が求めら
れております。また、規制緩和と自由化の進展が販売チャネルの多様化による競争・競合激化と代理店の淘汰・
統廃合をもたらし、引き続き厳しい舵取りを迫られ、さらに代理店業界再編・統合等の動きも加速化するものと思
われます。

今後も厳しい経営環境が予想されますが、時代の変化に柔軟に粘り強く対応し、かつ、法令遵守の立場から、
さらなる組織態勢の整備・充実に努めてまいる所存であります。

以上のような状況において、当中間連結会計期間の連結売上高は、対前年同期比11,226千円増収（+3.3％）
の346,657千円となりました。損益面では、営業利益で前年同期比135千円減益（△0.9％）の15,746千円、経常
利益で前期に計上した受取保険金の収入が当期は減少したことから前年同期比7,698千円減益（△21.3％）の
28,382千円、親会社株主に帰属する中間純利益で前期にあった投資有価証券売却益が当中間連結会計期間
は無かったことから前年同期比12,590千円減益（△45.5％）の15,067千円となりました。

当中間連結会計期間（令和2年1月1日～令和2年6月30日）におけるわが国経済は、新型コロナの世界的感染
拡大を受け、消費は冷え込み、輸出も生産も大幅に下振れております。もっとも、緊急事態宣言が解除された5月
下旬以降は、経済活動の正常化に向けた動きも見られ、外出自粛の緩和を受け消費活動が持ち直しており、小
売消費の一部は一時的に上振れ、サービス消費も減少幅が縮小しております。

先行きについては、新型コロナ第２波の懸念があるものの、感染流行は今年中には収束化に向かい経済も回
復基調に転ずると思われます。但し、雇用環境の悪化や企業の投資姿勢の慎重化などにより、力強さはなく緩や
かな回復を想定します。

セグメント別の業績は次のとおりであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

(2) 受注実績

該当事項はありません。

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績は次のとおりであります。

保険サービス事業

不動産賃貸事業

(注) 

ＡＩG損害保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

その他

50,349 15.0 54,196 15.6

124.0

合計

比率(％)

セグメントの名称

１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 比率(％) 販売高(千円)

販売高(千円) 前年同期比(％)

299,811 103.2

143,891 42.9 148,219 42.8

346,657 103.3

44,337 103.5

2,508
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４ 【事業等のリスク】

   

・
 

・
 

・
 

債務超過

次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面

ロ 産競法第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が
実施された場合における産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続に
よる場合も含む。）を行う場合 当該再建計画が、当該手続に従って成立したものとである
ことを証する書面

ハ

担当Ｊ－Adviserとの契約の解除に関する事項について

私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理
を行う場合 当該再建計画が、当該ガイドラインに従って成立したものであることについて
債権者が記載した書面

（b） 本号但し書きに定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提と
なった重要な事項等が、公認会計士等により検討されるものであることについて当該
公認会計士等が記載した書面

② 銀行取引の停止
   当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった
場合。

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前連結会計年度の発行者情報に記載した
事業等のリスクについての重要な変更はありませんが、株式会社東京証券取引所が運営を行っております、当社
株式の証券市場 TOKYO PRO Marketの上場維持の前提となる契約に関し、以下に説明いたします。

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場
規程の特例の施行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること

上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること

  また、当社において下記の事象が発生した場合には、同社からの催告無しでJ－Adviser契約を解除することが
できるものと定められております。

①
   当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内（審査対象事業年度の
末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が当社の事業年度の末日の翌日か
ら起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当
該１年を経過する日の後、最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同
じ。また「2年以内」も同様。））に債務超過の状態でなくならなかったとき。但し、当社が法律の規定に基
づく再生手続き若しくは更生手続き、産競法第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続きに基づ
く事業再生（当該手続きが実施された場合における産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定
調停手続きによる場合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガ
イドライン」に基づく整理を行うことにより、当該1年を経過した日から起算して1年以内に債務超過の状態
でなくなることを計画している場合（同社が適当と認める場合に限る。）には、2年以内に債務超過の状態
でなくならなかったとき。
   なお、同社が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係る決算
（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成す
べき会社でない場合には事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画
（本号但し書きに定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画を含む。）を公表している
場合を対象とし、当社が提出する当該再建計画並びに次の（a）及び（b）に定める書面に基づき行うもの
とする。

（a）
イ 法律の規定に基づく再生手続又は再生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又

は更生計画として裁判所の許可を得ているものであることを証する書面

 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業
は、東京証券取引所より認定を受けたいずれかの担当J－Adviserと、株式上場の適格性審査および株式上場後
の上場適格性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以下、「J－Adviser契約」としま
す。)を締結する義務があります。本発行者情報公表日時点において、当社がJ－Adviser契約を締結しているの
は宝印刷株式会社（以下、「同社」とします。）であり、同社とのJ－Adviser契約において当社は、下記の義務の履
行が求められております。下記の義務の履行を怠り、又はJ－Adviser契約に違反した場合、相手方は、相当の期
間(特段の事情のない限り1か月)を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内に
その義務の履行又は違反の是正がなされなかったときは、J－Adviser契約を解除することができる旨の定めがあ
ります。また、上記にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する1か月
前以上の書面による通知を行うことにより、いつでもJ－Adviser契約を解約することができる旨の定めがあります。
当社が同社より上記の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場
合、または同社に代わる担当J－Adviserを確保できない場合は、当社普通株式のTOKYO PRO Market上場廃
止につながる可能性があります。

＜J－Adviser契約上の義務＞
特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場適格性要件を継続的に満
たすこと
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a

b

c

事業活動の停止

a

b

特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある
株券等

③ 破産手続、再生手続又は更生手続
   当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合
（当社が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生
手続又は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状
態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手
続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと同社が認めた場合をい
うものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに定める日に本号前段に該当するものとし
て取り扱う。

a 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法
律に基づかない整理を行う場合

b 当社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続に
ついて困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、
事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議す
ることの取締役会の決議を行った場合

c 当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若
しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債
務の弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上で
ある場合に限る。）
当社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日

当社が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総
会（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株
主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執
行役の決定を含む。）についての書面による報告を受けた日）

⑥
   当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ非上場会社を完全子会社とする株式交換、
ⅱ会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ会社分割によ
る他の者への事業の承継、ⅴ他の者への事業の譲渡、ⅵ非上場会社との業務上の提携、ⅶ第三者割
当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷその他非上場会社の吸収合併又はaから前gまでと同等の
効果をもたらすと認められる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。）を行った場
合に、当社が実質的な存続会社でないと同社が認めた場合

（b） 前aの（a）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（b）に規定する合意がなされている
こと及びそれを証する内容。

当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から
適当でないと認められるものでないこと。

⑤
   当社が事業活動を停止した場合（当社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと同社が認めた
場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまで
に掲げる場合その他当社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合を
いうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に同号に該当するものとして
取り扱う。

当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財
産の全部又は一部として次の（a）又は（b）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併
がその効力を生ずる日の3日前（休業日を除外する。）の日

次の（a）又は（b）に定める場合に従い、当該（a）又は（b）に定める事項に該当すること。
（a） 当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計

画が、再生計画又は更生計画として裁判所の許可を得られる見込みがあるものであること。

（b） 当社が前号cに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号cに規定する債権者又は
第三者の合意を得ているものであること。

当該再建計画に次の（a）及び（b）に掲げる事項が記載されていること。
（a） TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものではないこと。

（a） TOKYO PRO Marketの上場株券等

④ 前号に該当することとなった場合においても、当社が次のaからcまでに該当する再建計画の開示を行っ
た場合には、原則としてJ－Adviser契約の解除は行わないものとする。

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損
 第三者割当により当社の支配株主（当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは間接に

保有する者）が異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が
異動する見込みがある場合を含む）において、支配株主と取引に関する健全性が著しく毀損されている
と同社が認めるとき

不適当な合併等

⑧
   当社が提出の義務を有する有価証券報告書又は半期報告書ならびに発行者情報などにつき、法令
及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例等に定める期間内に提出しなかった場合
で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合

発行者情報等の提出遅延

（b）
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虚偽記載又は不適正意見等
次のa又はbに該当する場合

法令違反及び上場契約違反等

株式事務代行機関への委託

株式の譲渡制限
当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合

指定振替機関における取扱い

株主の権利の不当な制限

議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。

株式等売渡請求による取得

反社会的勢力の関与

その他

⑮

⑯

⑰

⑱

全部取得
当社がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。

特別支配株主が当社のTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場
合。

当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO
PRO Marketの市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき。

d TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使する
ことができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限の
ある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

e TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使する
ことができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限の
ある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

⑨

a 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場
合

b 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査
報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場
会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く。）が記載され、か
つ、その影響が重大であると同社が認める場合

⑩

⑪

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東京証券取引所が上場廃止を適当
と認めた場合。

当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合

当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった
場合

f
g 株主総会における議決権を失う株主が生じることになる株式併合その他同等の効果を

もたらす行為に係る決議又は決定。

当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託し
ないこととなることが確実となった場合

⑫

⑬

⑭
当社が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びそ

の行使が不当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制
限されていると同社が認めた場合をいう。

a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て
等の形で発行する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が
株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくもの
の導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点にお
いて暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）。

b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合において
も、なお廃止又は不発動とすることができないものの導入。

c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類
株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会
社である当社の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権
付種類株式を当社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発
行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同社が認めるときは、当社が
重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株
式を発行するものとして取り扱う。）。
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＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞

５ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

① 当社又は同社が、J－Adviser契約に基づく義務の履行を怠り、又はその他J－Adviser契約違反を犯した
場合、その相手方は、相当の期間（特段の事情のない限り1か月とする。)を定めて、その違反を是正又
は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったと
きはJ－Adviser契約を解除することができる。

② 前項の定めに関わらず、当社及び同社は、合意によりJ－Adviser契約期間中いつでもJ－Adviser契約を
解除することができる。また、当社又は同社から相手方に対し、1か月前に書面で通知することによりJ－
Adviser契約を解除することができる。

  なお、本発行者情報公表日時点において、J－Adviser契約の解約につながる可能性のある上記の事象は
発生しておりません。

③ J－Adviser契約を解除する場合、特段の事情のない限り、同社はJ－Adviser契約を解除する旨
を東京証券取引所に通知する。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）重要な会計方針及び見積り

（２）財政状態の分析

①流動資産

②固定資産

③流動負債

・未払金が、前期末から18,396千円減少しました。

④固定負債

⑤純資産

（３）経営成績の分析

「第一部【企業情報】 第３【事業の状況】 １【業績等の概要】（１）業績」をご参照ください。

（４）キャッシュ・フローの状況の分析

・現金及び預金が前期末から24,513千円増加しました。これは、主に事業全般の取引による流動性預金
の増加によるものであります。

本文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもの
であります。

当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基
づき作成されております。この中間連結財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計上の見積りを必
要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断しており
ますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

固定負債は1,021,095千円となり、前期末と比較して15,060千円減少（△1.5％）しました。主な科目別
の増減及び増減要因は次のとおりであります。

・長期借入金が前期末から14,201千円減少しました。

流動資産は184,899千円となり、前連結会計年度末（令和元年12月31日、以下「前期末」）と比較して、
20,471千円増加（＋12.4％）しました。主な科目の増減及び増減要因は次のとおりであります。

・投資有価証券が前期末から27,665千円減少しました。これは、主に株式相場下落によるものです。

流動負債は305,532千円となり、前期末と比較して11,127千円減少（△3.5％）しました。主な科目別の
増減及び増減要因は次のとおりであります。

純資産は512,911千円となり、前期末と比較して3,457千円減少（△0.7％）しました。主な科目別の増減
及び増減要因は次のとおりであります。

・親会社株主に帰属する中間純利益15,067千円及び非支配株主持分4,323千円を計上し増加した一方
で、その他有価証券評価差額金は株式相場下落により22,848千円の減少となりました。

「第一部【企業情報】 第３【事業の状況】 １【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」をご参照くださ
い。

固定資産は1,654,640千円となり、前期末と比較して50,116千円減少（△2.9％）しました。主な科目別
の増減及び増減要因は次のとおりであります。

・有形固定資産が前期末から22,716千円減少しました。これは、主に賃貸用建物の減価償却によるもの
です。
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第４ 【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

(1)発行者

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2)国内子会社

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

国内子会社

(2) 重要な設備の除却等

      当中間連結会計期間において、重要な設備の除去等の予定はありません。

6%増加
令和3年

1月

完了後
の増加
能力

事業所名
(所在地)

セグメン
ト

の名称

(１) 重要な設備の新設等

会社名 設備の内容

着手及び完了予定年月

賃貸不動産

資金調
達方法

85,100 ―
自己資
金及び
借入金

令和2年
9月

(有)
イシイ

本社
(佐賀県佐賀

市)

投資予定金額

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

不動産
賃貸事業
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第５ 【発行者の状況】

１ 【株式等の状況】

(１) 【株式の総数等】

(２) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(３) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(４) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

発行済株式
総数残高

資本金
増減額

資本金
残高

(株)

12,000,000 8,662,040

527,462

年月日

記名・無記名の
別、額面・無額

面の別及び種類

発行可能株式
総数(株)

未発行株式数
(株)

中間連結会計期
間末現在発行数

(株)
（令和2年6月30日）

公表日現在発
行数(株)

(令和2年9月29日)

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取

引業協会名

内容

(株)

―

普通株式 3,337,960

東京証券取引
所

(TOKYO PRO
Market)

(千円)(千円)

資本準備金
増減額

資本準備金
残高

 3,337,960 ―

発行済株式
総数増減数

3,337,960

(千円) (千円)

―

権利内容に
何ら限定の
ない当社に
おける標準
となる株式
であり、単

元株式数は
100株であり

ます。

8,662,040

   令和2年1月 １日～
令和2年6月30日

― 3,337,960 ― 62,502

計 12,000,000  3,337,960 

― 14 ―



（５）【大株主の状況】

令和２年6月30日現在

佐賀市諸富町大字山領４６７番地９ 118,000

中村 紀寿 福岡県大川市 34,500

船津 繭乃 佐賀県佐賀市 127,800

株式会社うけがわ

5.94

16.55

8.21

氏名又は名称 住所
所有株式数 株式総数に対

する所有株式数
の割合(％)(株)

有限会社ＫＩＭアセント 佐賀県佐賀市高木瀬東２丁目２－３６ 476,000

大石 秀子 佐賀県佐賀市 473,500

1,019,800

4.47

発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式を控除して計算しており、小数点以下第3位を
四捨五入しております。

（注1）

16.63

大石 禅 佐賀県佐賀市 170,000

35.63

1.21

4.12

特定非営利活動法人Ｃｉｇ塾 佐賀県佐賀市高木瀬東２丁目２－３５

大石 正德 佐賀県佐賀市 20,000

ＡＩG損害保険株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３番２０号 20,000

0.70

0.70

計 ― 2,734,600 95.55

（注2） 上記のほか、自己株式が476,100株あります。

石井 露 佐賀県佐賀市 235,000

石井 正登 佐賀県佐賀市 20,000 0.70

大坪 紀美子 佐賀県佐賀市 20,000 0.70
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（６) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
令和2年6月30日現在

② 【自己株式等】
令和2年6月30日現在

２ 【株価の推移】

【最近６月間の月別最高・最低株価】

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(TOKYO PRO Market)におけるものであります。

３ 【役員の状況】

発行済株式総数 3,337,960 ―

総株主の議決権 ―

計 ―

4月

187

最低(円) -

―

普通株式

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

476,100
― ―

区分 株式数(株) 議決権の数(個)

無議決権株式 ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ―

28,613 ―

―

議決権制限株式(その他) ― ―

内容

―

476,100 476,100 14.26

476,100 ― 476,100 14.26

佐賀県佐賀市唐人
二丁目2番12－101号

中央インターナショナ
ルグループ㈱

完全議決権株式(その他)

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所

―

―

-

-

―

―

単元未満株式 ―

28,613

- - -最高(円)

560

- -

180

月別 令和2年1月 2月

自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割

合（％）

―

3月 5月 6月

2,861,300

前連結会計年度に係る発行者情報の提出後、当中間連結会計期間に係る発行者情報の提出日までの役員の
異動はありません。

180187
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第６ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11
年大蔵省令第24号）に基づいて作成しております。

(2) 中間連結財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場
規程の特例の施行規則」第116条第3項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

(1)

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第
3項の規定に基づき、当中間連結会計期間(令和2年１月1日から令和2年6月30日まで)の中間連結財務諸表
について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
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【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

  (単位：千円)

資産の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

その他

流動資産合計

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物(純額)

機械装置及び運搬具(純額)

土地

その他(純額)

有形固定資産合計

無形固定資産

その他

無形固定資産合計

投資その他の資産

投資有価証券

長期貸付金

保険積立金

その他

投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

10,631

1,371

164,428

※2

1,869,184

271,610

1,654,640

65,440

441,537

88,497

53,413

575,188

1,704,756

1,371

1,105,480

4,698

1,128,196

1,839,539

1,346

1,346

667,057

※2

667,057

8,542

425,181

前連結会計年度

(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)

当中間連結会計期間

547,813

186,039

184,899

13,308

58,579

113,010

※1

158,374

※1

※2

59,251

16,678

8,970

※2

277,146

58,587 52,388
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  (単位：千円)

負債の部

流動負債

1年内償還予定の社債

短期借入金

1年内返済予定の長期借入金

未払金

未払法人税等

その他

流動負債合計

固定負債

長期借入金

その他

固定負債合計

負債合計

純資産の部

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

その他の包括利益累計額合計

非支配株主持分

純資産合計

負債純資産合計

1,326,628

※2 994,328

1,036,155

7,581

62,502

1,839,539

1,352,815

305,532

48,258

△28,368

35,663

※2 88,124

77,690

41,827

90,688

527,462

512,911

※2

1,021,095

※2

316,659

55,475

753

59,293

89,627

7,600

(令和元年12月31日)

当中間連結会計期間前連結会計年度

7,600

△28,368

470,736

△5,519

△5,519

51,152

516,369

1,869,184

40,968

980,126

485,804

△194,848

(令和2年6月30日)

62,502

527,462

75,621

△194,848

100,000100,000
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② 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
  (単位：千円)

売上高

営業費用

営業利益

営業外収益

受取利息

受取配当金

受取保険金

売電収入

助成金収入

その他

営業外収益合計

営業外費用

支払利息

その他

営業外費用合計

経常利益

特別利益

固定資産売却益

投資有価証券売却益

特別利益合計

特別損失

固定資産売却損

特別損失合計

税金等調整前中間純利益

法人税、住民税及び事業税

中間純利益

非支配株主に帰属する中間純利益

親会社株主に帰属する中間純利益

―

1,026

19,391

330,911

346,657

―

1,115

12,569

20,922

335,430

6,978

15,881

182

前中間連結会計期間

(自 令和2年 1月 1日
 至 令和2年6月30日)

3,973

19,606

※2

31,908

4,250

27,658

8,991

28,382

―

―

※1

当中間連結会計期間

※3 570

4,323

―

28,382

15,067

4,515

※４ 4,515

※2 12,226

36,081

44,135

※1

11,999

2,047

6,970

―

6,970

2,626

1,521

(自 平成31年 1月 1日
 至 令和元年6月30日)

319,548

1,174

27,359

5,250

2,908

15,746

7,160

4,400―
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【中間連結包括利益計算書】
  (単位：千円)

中間純利益

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金

その他の包括利益合計

中間包括利益

(内訳)

親会社株主に係る中間包括利益

非支配株主に係る中間包括利益

△7,78138,860

4,323

11,202

43,110

4,250

(自 令和2年 1月 1日
 至 令和2年6月30日)

前中間連結会計期間

(自 平成31年 1月 1日
 至 令和元年6月30日)

31,908

11,202

19,391

△22,848

△22,848

当中間連結会計期間

△3,457
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年 6月30日)

  (単位：千円)

当期首残高

当中間期変動額

自己株式の取得

当中間期変動額合計

当中間期末残高

  (単位：千円)

当期首残高

当中間期変動額

自己株式の取得

当中間期変動額合計

当中間期末残高

483,768△160,408

△185,101 486,733

27,658

11,202 11,202 15,452

4,250

△19,030 △19,030

11,202

株主資本

親会社株主に帰属する
中間純利益

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

4,250

△30,232

株主資本合計

62,502 527,462 81,871

27,658

△24,693

その他有価証券
評価差額金

45,570

△24,693

親会社株主に帰属する
中間純利益

27,658

―

11,202

資本金

△30,232 499,105

2,965― △24,693

62,502 527,462

その他の包括利
益累計額合計

―

その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産合計

27,658

18,417

49,820 517,523

△24,693

資本剰余金 自己株式

54,212

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

利益剰余金
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当中間連結会計期間(自 令和2年 1月 1日 至 令和2年 6月30日)

  (単位：千円)

当期首残高

当中間期変動額

自己株式の取得

当中間期変動額合計

当中間期末残高

  (単位：千円)

当期首残高

当中間期変動額

自己株式の取得

当中間期変動額合計

当中間期末残高

15,067

51,152

―

485,804

非支配
株主持分

純資産合計

75,621

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

4,323

4,323

△28,368 △28,368 55,475 512,911

― ― ―

470,736

―

株主資本合計

△194,848

15,067

株主資本

利益剰余金

親会社株主に帰属する
中間純利益

15,067

62,502 527,462

資本金 資本剰余金 自己株式

その他有価証券
評価差額金

その他の包括利
益累計額合計

15,067

親会社株主に帰属する
中間純利益

15,067

△5,519 △5,519 516,369

62,502 527,462 90,688 △194,848

その他の包括利益累計額

株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)

―

△22,848 △22,848 △3,457

△22,848 △22,848 △18,525
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

減価償却費

受取利息及び受取配当金

支払利息

助成金収入

投資有価証券売却益

固定資産売却益

固定資産売却損

売上債権の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

助成金の受取額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

定期預金の払戻による収入

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

保険積立金の積立による支出

保険積立金の払戻による収入

固定資産の取得による支出

固定資産の売却による収入

貸付金の回収による収入

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

― 1,300

△185

△6,686

18,107

19,276

2,701

54,667

―

28,382

―

6,970

△8,158

18,062

5,432

△6,978

8,158

34,968

△2,270

18,687

47,420

4,147

44,135

△4,147

6,978

11,836

△18,396

― △4,400

―

672

―

△321

10,367

△185

27,316

△5,000

4,782

△15,870

42,557

△3,000

△7,642

△7,001

△3,000

― 4,400

△570

4,515

△265

24,970

△11,999

11,375

△9,586

―

前中間連結会計期間

(自 平成31年 1月 1日
 至 令和元年6月30日)

(自 令和2年 1月 1日
 至 令和2年6月30日)

当中間連結会計期間

35,004

△47,104
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財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

自己株式取得による支出

その他

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の中間期末残高

―

△528

―

△47,643

△24,693

△67,098

54,400

△72,864

16,807

78,048

※1 94,856 ※1 105,110

△833

82,297

△13,532

22,813

― 25 ―



【注記事項】

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１． 連結の範囲に関する事項

（１） 連結子会社の数 8社

（２） 連結子会社の名称

中央保険サービス株式会社

有限会社総合保険サービス

有限会社唐津中央サービス

有限会社東京中央サービス

株式会社東北永愛友商事岩手

株式会社中央保険サービス

有限会社イシイ

有限会社Cig商事

２． 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３． 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。

４． 会計方針に関する事項

（１） 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

a その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの

移動平均法による原価法

中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法により算定）
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（２） 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として、定率法によっております。

建物及び構築物 15～50年

機械装置及び運搬具 5～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（３） 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

（４） その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっ
ております。

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、仮払消費税及び仮
受消費税は、相殺の上、流動負債のその他に含めて表示しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

但し、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

定額法によっております。
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（中間連結貸借対照表関係）

※１ 減価償却累計額は次のとおりであります。

有形固定資産の減価償却累計額

※２ 担保資産及び担保付債務

建物及び構築物

土地

計

1年内返済予定の長期借入金

長期借入金

計

前連結会計年度

(令和元年12月31日)

288,972千円 306,909千円

前連結会計年度

当中間連結会計期間

(令和2年 6月30日)

1,038,538千円

前連結会計年度

(令和元年12月31日)

78,095千円

988,591千円

653,385千円

385,152千円

653,385千円

当中間連結会計期間

(令和2年 6月30日)

372,428千円

(令和2年 6月30日)(令和元年12月31日)

1,025,814千円

当中間連結会計期間

89,627千円

980,126千円

1,066,687千円 1,069,754千円
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（中間連結損益計算書関係）

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

役員報酬

外交員給与

給料及び手当

※２ 中間連結会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は

「法人税等」に含めて計算しております。

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物

(自 令和2年 1月 1日

至 令和2年 6月30日)

(自 平成31年 1月 1日

至 令和元年 6月30日)

4,515千円 ―

(自 令和2年 1月 1日

至 令和2年 6月30日)

63,580千円

93,620千円

51,371千円 54,626千円

前中間連結会計期間

(自 平成31年 1月 1日

至 令和2年 6月30日)

当中間連結会計期間

94,445千円

当中間連結会計期間

(自 令和2年 1月 1日

65,340千円

当中間連結会計期間

―38千円

前中間連結会計期間

(自 平成31年 1月 1日

至 令和元年 6月30日)

至 令和元年 6月30日)

531千円 ―

前中間連結会計期間
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年 6月30日）

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注） 普通株式の自己株式の増加91,200株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものです。

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 令和2年 1月 1日 至 令和2年 6月30日）

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

3,337,960

当連結会計年度期
首株式数（株）

発行済株式

普通株式 3,337,960

3,337,960

自己株式

当中間連結会計期
間末株式数（株）

― ―

― ―

3,337,960

当中間連結会計期
間増加株式数（株）

当中間連結会計期
間減少株式数（株）

3,337,960

当連結会計年度期
首株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数（株）

当中間連結会計期
間減少株式数（株）

発行済株式

普通株式 3,337,960 ― ―

3,337,960 ― ― 3,337,960合計

当中間連結会計期
間末株式数（株）

自己株式

普通株式 （注） 348,400 91,200 ―

合計 348,400 91,200 ― 439,600

439,600

合計

普通株式 （注） 476,100 ― ―

合計 476,100 ― ― 476,100

476,100
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

現金及び預金

預入期間が3カ月を超える定期預金

現金及び現金同等物

前中間連結会計期間

113,010千円

△7,900千円

(自 令和2年 1月 1日

至 令和2年 6月30日)

当中間連結会計期間

△11,400千円

94,856千円 105,110千円

(自 平成31年 1月 1日

 至 令和元年 6月30日)

106,256千円
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（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

前連結会計年度（令和元年12月31日）

当中間連結会計期間(令和2年 6月30日)

282,031 282,031 ―

―

―

―

(千円)

差額

―

―

(4)長期貸付金
(1年内回収予定の長期貸付金を含む）

(3) １年内償還予定の社債 100,000 100,000

負債計 1,229,091 43

―

―

180

564

中間連結貸借対照表
計上額

時価

(千円) (千円)

―

―

時価 差額

384

(千円)

(1)現金及び預金 88,497 88,497 ―

(2)売掛金 59,251 59,251

(3)投資有価証券

中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照くだ
さい。）。

―

(千円)

連結貸借対照表
計上額

(千円)

①その他有価証券 184,775 184,775

資産計 619,988 619,988

(1)未払金 77,690 77,690

(2)長期借入金
(1年内返済予定の長期借入金含む)

1,082,452 1,082,837

(3) １年内償還予定の社債 100,000 100,180

負債計 1,260,143 1,260,707

(4)長期貸付金
(1年内回収予定の長期貸付金を含む）

287,463 287,463

(1)現金及び預金 113,010

(2)売掛金 58,579

(3)投資有価証券

①その他有価証券 157,109

資産計 610,731

(1)未払金 59,293

113,010

58,579

157,109

610,731

―

43

59,293

(2)長期借入金
(1年内返済予定の長期借入金含む)

1,069,754 1,069,797

1,229,047
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（注１） 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)売掛金

(3)投資有価証券

(4)長期貸付金（1年内回収予定長期貸付金を含む）

負債

(1)未払金

(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

(3) １年内償還予定の社債

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照

表計上額）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託については、公表されている基
準価格等によっております。

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。

１年内償還予定の社債の時価は、 短期間（3か月以内）で償還されるため、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額によっております。

区分 前連結会計年度 当中間連結会計期間

(令和元年12月31日) (令和2年6月30日)

長期貸付金の時価については、市場金利に連動する変動金利のため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。

非上場株式 1,264 1,264

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(３)投資有価
証券」には含めておりません。
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(有価証券関係)

その他有価証券

前連結会計年度(令和元年12月31日)

株式

株式

当中間連結会計期間(令和2年6月30日)

株式

株式

△ 9,393

(千円)

合計 157,109 200,150 △43,041

（注）非上場株式（中間連結貸借対照表計上額 1,264千円）については、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

合計 184,775

種類

連結貸借対照表
計上額

取得原価

(千円) (千円)

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

63,150 62,130 1,019

差額

(千円)

小計 63,150 62,130

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

121,625 131,018 △ 9,393

小計 121,625 131,018

中間連結貸借対照表
計上額

取得原価

(千円) (千円)

差額

1,019

△ 8,374

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,264千円）については、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

種類

193,149

中間連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

中間連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

―

157,109 200,150 △43,041

小計 157,109 200,150

― ―

△43,041

― ― ―

小計
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(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)

当社及び一部連結子会社では、佐賀県その他の地域において、賃貸用の土地等を有しております。

(単位：千円)

(注)

3.期末の時価は、主として「固定資産税評価額」等の指標を用いて合理的に算定したものであります。

当中間連結会計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)

当社及び一部連結子会社では、佐賀県その他の地域において、賃貸用の土地等を有しております。

(単位：千円)

(注)

当中間連結会計期間における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は5,402千円(賃貸収益は売上高、賃貸費
用は営業費用に計上)であります。

900,724

令和元年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は△4,397千円（賃貸収益は売上高、主な賃
貸費用は営業費用に計上）であります。

中間期末残高 888,965

中間期末時価 761,230

1.中間連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額
であります。

2.期中増減額のうち主なものは減価償却による減少11,758千円であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

連結貸借対照表計上額

期首残高 896,212

期中増減額 4,511

期末残高

期末時価 787,402

1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ
ります。

2.期中増減額のうち、主なものは賃貸用土地39,387千円の購入、土地、建物売却による減少11,332千
円、減価償却による減少23,543千円等であります。

また、当該賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

中間連結貸借対照表計上額

期首残高 900,724

期中増減額 △ 11,758

3.中間期末残高の時価は、主として「固定資産税評価額」等の指標を用いて合理的に算定したものであ
ります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１． 報告セグメントの概要

２． 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算出方法

３． 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 前中間連結会計期間（自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日） （単位：千円）

（注）１.

 2． 調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△14,807千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2)

 3．

保険サービ
ス事業

不動産賃貸
事業

計

セグメント資産

計

15,881

―

△ 5,948 335,430

△ 14,807

335,430

調整額
（注）２

中間連結
財務諸表
計上額
（注）3

合計

― 5,000

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産販売仲介業務等を含ん
でおります。

セグメント資産の調整額264,329千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るもので
あります。

セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

290,574

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営
資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、事業の内容により事業セグメントを識別しており、「保険サービス事業」と「不動産賃貸事業」の２つ
を報告セグメントとしております。

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項」における記載と概ね同一であります。

売上高

セグメント間
の内部売上
高
又は振替高

― 5,260 5,260 688 5,948

外部顧客へ
の売上高

290,574 42,833 333,408 2,022 335,430 ―

報告セグメント
その他
（注）１

△ 5,948

48,093 338,668 2,711 341,379

25,945 9,342 35,288 △ 4,598 30,689

340,325 1,271,761 1,612,087 10,762 1,622,850

セグメント利益

―

264,329 1,887,179

その他の項目

3,572 15,114 18,687 ― 18,687

有形固定資
産及び無形
固定資産の
増加額

― 5,000 5,000 ― 5,000

減価償却費 18,687

― 36 ―



 当中間連結会計期間（自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日） （単位：千円）

（注）１.

 2． 調整額の内容は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△15,847千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2)

 3．

計

減価償却費 ―

セグメント資産

△ 4,860

8,572 35,426

346,657

△ 4,860 ―

15,746

299,811

― 4,860 4,860

セグメント間
の内部売上
高
又は振替高

△ 15,847

44,337 344,148 2,508 346,657

49,197 349,008

△ 3,833

2,508 351,517

調整額
（注）２

中間連結
財務諸表
計上額
（注）3

― 346,657

報告セグメント
その他
（注）１

合計
保険サービ

ス事業
不動産賃貸

事業
計

売上高

359,059 1,214,016 1,573,076 11,060 1,584,136

セグメント利益

― 4,860

その他の項目

26,854 31,593

299,811

255,403 1,839,539

外部顧客へ
の売上高

3,390 14,672 18,062 ― 18,062

有形固定資
産及び無形
固定資産の
増加額

321 ― 321 ― 321

18,062

― 321

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産販売仲介業務等を含ん
でおります。

セグメント資産の調整額255,403千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るもので
あります。

セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報 （単位：千円）

２．地域ごとの情報

（１）売上高

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

合計

保険サービス事業

ＡＩG損害保険株式会社

50,349

関連するセグメント名顧客の名称または氏名

前中間連結期間(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年 6月30日)

保険サービス事業 不動産賃貸事業 その他

外部顧客への売上高 290,574 42,833 2,022 335,430

本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。

143,891

東京海上日動火災保険株式会社

売上高
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１．製品及びサービスごとの情報 (単位：千円)

２．地域ごとの情報

（１）売上高

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

外部顧客への売上高

当中間連結会計期間(自 令和2年 1月 1日 至 令和2年 6月30日)

保険サービス事業 不動産賃貸事業 その他

299,811 44,337 2,508 346,657

合計

本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。

顧客の名称または氏名 売上高 関連するセグメント名

ＡＩG損害保険株式会社 148,219

保険サービス事業
東京海上日動火災保険株式会社 54,196

前中間連結会計期間(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年 6月30日)及び当中間連結会計期間(自 令和2
年 1月 1日 至 令和2年 6月30日)

前中間連結会計期間(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年 6月30日)及び当中間連結会計期間(自 令和2
年 1月 1日 至 令和2年 6月30日)

前中間連結会計期間(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年 6月30日)及び当中間連結会計期間(自 令和2
年 1月 1日 至 令和2年 6月30日)
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(1株当たり情報)

1株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

1株当たり純資産額

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式の期中平均株式数(株)

（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当中間連結会計期間

(自 令和2年 1月 1日

親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円) 27,658

至 令和元年 6月30日)

1株当たり中間純利益金額 9円31銭

(算定上の基礎)

2,971,531 2,861,860

前連結会計年度 当中間連結会計期間

(令和元年12月31日) (令和2年 6月30日)

162円56銭 159円84銭

―

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金
額(千円)

27,658 15,067

15,067

至 令和2年 6月30日)

5円27銭

―

項目

前中間連結会計期間

(自 平成31年 1月 1日
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(重要な後発事項)

該当事項はありません。

（２）【その他】

該当事項はありません。

第７ 【外国為替相場の推移】

該当事項はありません。
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第二部 【特別情報】

第1 【外部専門家の同意】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書 
 

令和 2年 9月 29日 

 

中央インターナショナルグループ株式会社 

取  締  役  会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 宮 嵜  健  

 

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第
128 条第 3 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中央インターナ
ショナルグループ株式会社の令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 12 月 31 日までの連結会計年度の中間連
結会計期間（令和 2年 1月 1日から令和 2年 6月 30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中
間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算
書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及び
その他の注記について中間監査を行った。 
 
中間連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠

して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表に
は全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽
表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。 
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監

査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。 
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 
 
中間監査意見 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結

財務諸表の作成基準に準拠して、中央インターナショナルグループ株式会社及び連結子会社の令和 2
年 6月 30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（令和 2年 1月 1日から令
和 2年 6月 30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している
ものと認める。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 
以 上 


